
令和８年度　市民税・県民税・森林環境税

訂正
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※各種届出用紙はコピーしてお使い下さい。
　太田市ホームページからもダウンロードできます。

※令和３年４月１日施行で給与所得者異動届出書の様式が改正されました。



　貴社（所）におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。
　市民税・県民税・森林環境税の特別徴収事務につきましては、平素か
ら格別のご高配をいただき厚くお礼申し上げます。
　さて、令和８年度市民税・県民税・森林環境税について、地方税法第
41 条及び第 321 条の４第１項並びに太田市税条例第 45 条第２項の規定
により、貴社（所）を特別徴収義務者として指定し、その取扱いをお願いす
ることとなりました。
　つきましては、関係書類をお送りいたしますので、ご多忙中誠にお手数
とは存じますが、徴収及び納入について特別のご配慮を賜りたくご依頼
申し上げます。
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市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

市民税・県民税・森林環境税の算出について

特別徴収税額通知受取方法変更届出書

市民税・県民税・森林環境税特別徴収義務者の
指定について



令和８ 令和７

納入

令和８

・森林環境税

・森林環境

令和８ 令和８

令和８

市民税・県民税・森林環境税の特別徴収について

税

１



◎　提出された（２）～（４）の各種届出については、受付次第、
迅速に処理しておりますが、「特別徴収税額の決定・変更通知
書」の発送は、届出書を受付した日の属する月の翌月１０日前
後となります。届出書の受付確認が必要な場合は、控用・返信
用封筒を同封いただくなど、その旨をお知らせください。異動日が１月１日から４月30日までの

間は、本人からの申し出に基づくことなく一括徴収しなけれ
ばならないとされています。（地方税法第321条の５第２項）

市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書

・森林環境税

・森林環境税

２



なお、

※３連用紙（領収証書・納入書（原符）・納入済通知書）全て

右
の
部
分
も
訂
正
し
て
く
だ
さ
い
。

右
の
部
分
も
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

令和８ 令和８

令和８年11月10日

令和 令和

令和

３



市民税・県民税・森林環境税の算出について
市民税・県民税・森林環境税の計算式

森林環境税 ・森林環境税

1,700 1,000 円
森林環境税（国税）※均等割には、平成26年度か

ら、県民税に「ぐんま緑の
県民税700円」が含まれてい
ます。

４



合計所得金額

市民税は５分の３、県民税は５分の
２

　前年分の所得税において平成21年から令和７年までの入居に係る住宅借入
金等特別控除の適用を受けた場合、①から②を控除した金額（前年分の所得
税に係る課税総所得金額等の100分の５に相当する金額（97,500円を限度）を
超える場合には、当該金額）に下欄の役割を乗じた金額
　ただし、居住年が平成26年から令和３年まで（地方税法附則第61条の規定
の適用がある場合は令和４年まで）であって、特定取得、特別特定取得（特
例取得及び特別特例取得を含む。）又は特例特別特例取得に該当する場合に
は、「100分の５」を「100分の７」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額

５



※令和３年度税制改正により、令和４年１月１日以後に支払うべき短期退職手当等
　の退職所得金額について見直しが行われ、短期退職手当等の収入金額から退職所
　得控除を控除した残高が 300 万円を超える部分については、２分の１を乗じないこ
　ととされた。
　詳しい計算方法は、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp/index.htm）

令和８ 令和８

令和８

支　 払　 日

P.16

　

６



１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

一括徴収
→「2.一括徴収の場合」
欄を記入

普通徴収

1

2

3
異動後の
住 所

第
十
八
号
様
式

退職
転勤
休職・長欠
死亡
支払少額・不定期
合併・解散
その他

１．現年度　　２．新年度　　３．両年度

特別徴収義務者
指　定　番　号

宛 名 番 号

特別徴収継続
→「1.特別徴収継続の場
合」欄を記入

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称

給与支払報告
特 別 徴 収

（宛先）　太田市長 

令和　　年　　月　　日提出 

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒

年 度

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

氏　名

１．特別徴収継続の場合

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

受給者番号 月から

月まで

月から

月まで１月１日
現在の住所

（ア） （イ） （ウ）
異　動　の　事　由

氏 名

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号

 ←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 年 　 　　月 　 　　日　 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額

税 額 の 徴 収 方 法

個人番号

日円 円 円

１
２
３
４
５
６
７

年

月

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

月

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

日

２．一括徴収の場合

新しい勤務先では、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入します。

未徴収税額
(ア)－(イ)

円

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）
納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

左記の一括徴収した税額は、

      月分(翌月10日納入期限分)で

納入します。

理
　
由

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

【提出先】〒３７３―８７１８ 太田市浜町２番３５号 太田市役所 総務部 市民税課

７



記載要領
１

２

３

４

５

６
７

８

　給与支払報告に係る給与所得者異動届出書
　この届出書は、市町村長に提出した給与支払報告書に記載された者のうち特別徴収税額がない者で、４月１日現在において給与の支払を受けなくなった
者がある場合に４月15日までに関係市町村長に提出してください。
　特別徴収に係る給与所得者異動届出書
　この届出書は、給与の支払を受けている者で、特別徴収税額のある給与の支払を受けなくなった場合にその受けなくなった日の属する月の翌月の10日ま
でに関係市町村長に提出してください。ただし、４月２日から５月31日までの間に給与の支払を受けなくなった者の市町村民税をその年度から新たに特別
徴収の方法によって徴収すべき市町村長に対する届出書は、その市町村長から特別徴収税額の通知があった日の属する月の翌月の10日までに提出してくだ
さい。
　「給与支払者（特別徴収義務者）」欄中の「個人番号又は法人番号」欄には、給与支払者（特別徴収義務者）の個人番号（行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定する法人番号をい
う。）を記載してください。なお、個人番号を記載する場合には、左側を１文字空けて記載してください。
　「給与支払者（特別徴収義務者）」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番
号を記載してください。
　「給与支払者（特別徴収義務者）」欄中の「宛名番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された宛
名番号を記載してください。
　「給与所得者」欄中の「個人番号」欄には、給与所得者の個人番号を記載してください。
　「給与所得者」欄中の「受給者番号」欄には、この届出書に記載した給与所得者について、その特別徴収税額の通知書に記載された受給者番号を記載し
てください。
　「異動後の住所」欄には、異動後の住所を記載してください。異動後の住所が不明なときは、給与の支払を受けなくなった当時の住所を記載してくださ
い。

９

10

11
12
13

　「異動後の未徴収税額の徴収方法」欄は、次の要領により記載してください。
(1)　給与の支払を受けなくなった者が、新しい勤務先において特別徴収の継続を希望する場合には、枠内に「１」と番号を記入するとともに、「１．特
別徴収継続の場合」欄に必要事項を記載してください。
(2)　退職後令和　年５月31日までに支払われる給与又は退職手当等から未徴収税額を一括徴収する場合には、枠内に「２」と番号を記入するとともに
「２．一括徴収の場合」欄に必要事項を記載してください。（注　令和　年１月１日から４月30日までの間に、退職等により給与の支払を受けなくなった
場合には、本人から一括徴収の申出がなくとも必ず一括徴収しなければなりません。）
(3)　(1)又は(2)に該当しない場合には、枠内に「３」と番号を記入するとともに、「３．普通徴収の場合」欄に、その理由を同欄に掲げているものから
選び、該当する番号を枠内に記入してください。（注　同欄に掲げている理由に該当しない場合は、新しい勤務先において特別徴収の継続の申出がある場
合を除き、特別徴収義務者は、必ず一括徴収しなければなりません。）
　「１．特別徴収継続の場合」欄中の「特別徴収義務者指定番号」欄には、届出書を提出する関係市町村長により指定された特別徴収義務者指定番号を記
載してください。これまでに同市町村長から指定されたことがない場合にあっては、「新規」を○で囲んでください。
　「１．特別徴収継続の場合」欄中の「納入書の要否」欄には、「特別徴収義務者指定番号」欄の「新規」を○で囲んだ場合にのみ記載してください。
　「２．一括徴収の場合」欄中の「徴収予定月日」欄には、一括徴収の対象となる給与又は退職手当等の支給月日を記載してください。
　※印の欄は、記載しないでください。

８



１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

円日月

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分(翌月10日納入期限分)で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

普通徴収

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先では、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入します。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

日円 円 円 3
異動後の
住 所

1 特別徴収継続
→「1.特別徴収継続の場
合」欄を記入

2 一括徴収
→「2.一括徴収の場合」
欄を記入

月から

月まで

月から

月まで

年

月

１
２
３
４
５
６
７

退職
転勤
休職・長欠
死亡
支払少額・不定期
合併・解散
その他

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 月 　 　 日 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

税 額 の 徴 収 方 法
(ア)－(イ)

個人番号

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日
現在の住所

＜記載例①＞······９月分まで事業所で徴収し、退職等により残税額を普通徴収に切り替える場合

（宛先）　太田市長 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

個人番号
又は法人番号

給与支払報告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

 ←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

【提出先】〒３７３―８７１８ 太田市浜町２番３５号 太田市役所 総務部 市民税課

特別徴収税額の通知書に記

載されている番号を記入し

てください。

この届を記入された

方の連絡先を記入し

てください。

３ 普通徴収

枠内に番号を記入してくだ

さい。後日、未徴収税額分

の納税通知書をご本人宛に

送付します。

(ア)の年税額から(イ)の徴

収済額を差し引いた額を記

入してください。

異動者(退職者等)の税額を

何月から何月まで徴収した

かを記入し、その徴収済額

の合計を記入してください。

異動者の氏名を記入
してください。

課税年度の１月１日

の住所を記入してく

ださい。

１月１日以降住所の

異動があった場合は

最新の住所を記入し

てください。

該当する番号を枠内

に記入してください。

昭和 年 　 　

９



１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

受給者番号

氏名又は名称 電
　

話 内線（　　 　　）

月 日 円

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分(翌月10日納入期限分)で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和 年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

氏
　

名
フリガナ

普通徴収

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先では、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入します。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

日円 円 円 3
異動後の
住 所

1 特別徴収継続
→「1.特別徴収継続の場
合」欄を記入

2 一括徴収
→「2.一括徴収の場合」
欄を記入

月から

月まで

月から

月まで

年

月

１
２
３
４
５
６
７

退職
転勤
休職・長欠
死亡
支払少額・不定期
合併・解散
その他

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 　　 年 　 　 月 　 　 日 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

税 額 の 徴 収 方 法
(ア)－(イ)

個人番号

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日
現在の住所

内線（　　 　　）
個人番号

又は法人番号

＜記載例②＞······退職等により、税額を一括徴収し、10月分でまとめて納入する場合

給与支払報告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

（宛先）　太田市長 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

氏名又は名称 氏 名
令和　　年　　月　　日提出 

電 話 ←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

【提出先】〒３７３―８７１８ 太田市浜町２番３５号 太田市役所 総務部 市民税課

特別徴収税額の通知書に記

載されている番号を記入し

てください。

この届を記入された

方の連絡先を記入し

てください。

２ 一括徴収

枠内に番号を記入してくだ

さい。矢印に沿って、一括

徴収する税額を何月分で納

入するか記入してください。

一括徴収する税額の納入月

は、原則、(イ)の徴収済月

の翌月です。

(ア)の年税額から(イ)の徴

収済額を差し引いた額を記

入してください。

異動者(退職者等)の税額を

何月から何月まで徴収した

かを記入し、その徴収済額

の合計を記入してください。

異動者の氏名を記入
してください。

課税年度の１月１日

の住所を記入してく

ださい。

一括徴収分を納入する月の

前月までを徴収済月として

記入してください。

(例：10月分で納入→9月)昭和
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１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出がないため

２．令和　年５月31日までに支払われるべき給与又は退職手当等の額が未徴収税額（ウ）以下であるため

３．死亡による退職であるため

＜記載例③＞······転勤等により、10月から別の事業所で特別徴収を継続する場合

３．普通徴収の場合 ※
市
町
村
記
入
欄

理
　
由

円日月

納入書の要否
（新規の場合のみ記載）

１．必要　２．不要

２．一括徴収の場合
左記の一括徴収した税額は、

      月分(翌月10日納入期限分)で

納入します。

理
　
由

１．異動が令和　年12月31日までで、一括徴収の申出があったため

２．異動が令和　年１月１日以降で、特別徴収の継続の申出がないため

徴収予定月日
徴収予定額

（上記（ウ）と同額）

氏
　

名
フリガナ

受給者番号

電
　

話 内線（　　 　　）

所　在　地

〒
担

当

者

連

絡

先

所
　

属

普通徴収

１．特別徴収継続の場合

新しい勤務先では、月割額　　　　　　　円を

　　　月分（翌月10日納入期限分）から

徴収し、納入します。

特
別
徴
収
義
務
者

新
し
い
勤
務
先

特別徴収義務者
指　定　番　号

新規 法 人 番 号

日円 円 円 3
異動後の
住 所

氏名又は名称

1 特別徴収継続
→「1.特別徴収継続の場
合」欄を記入

2 一括徴収
→「2.一括徴収の場合」
欄を記入

月から

月まで

月から

月まで

年

月

１
２
３
４
５
６
７

退職
転勤
休職・長欠
死亡
支払少額・不定期
合併・解散
その他

異 動 後 の 未 徴 収
異  　動
年 月 日生年月日 　　 年 　 　 月 　 　 日 特別徴収税額

（年税額）
徴収済額 未徴収税額

税 額 の 徴 収 方 法
(ア)－(イ)

個人番号

氏名又は名称 氏 名

給
　
与
　
所
　
得
　
者

フリガナ

異　動　の　事　由

氏　名 （ア） （イ） （ウ）

受給者番号

１月１日
現在の住所

個人番号
又は法人番号

令和　　年　　月　　日提出 

電 話
内線（　　 　　）

 ←個人番号の記載に当たっては、
左端を空欄とし右詰めで記載

給与支払報告
特 別 徴 収 年 度 １．現年度　　２．新年度　　３．両年度

給
与
支
払
者

義
務
者

特
別
徴
収

所　在　地
〒 特別徴収義務者

指　定　番　号

（宛先）　太田市長 宛 名 番 号

フリガナ

連
　

絡
　

先

担
　

当
　

者

所 属

に係る給与所得者異動届出書

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

事由・理由

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

右から

番号を

記入

【提出先】〒３７３―８７１８ 太田市浜町２番３５号 太田市役所 総務部 市民税課

特別徴収税額の通知書に記

載されている番号を記入し

てください。

この届を記入された方

の連絡先を記入してく

ださい。

１ 特別徴収継続

枠内に番号を記入し

てください。

(ア)の年税額から(イ)の徴

収済額を差し引いた額を記

入してください。

異動者(退職者等)の税額を

何月から何月まで徴収した

かを記入し、その徴収済額

の合計を記入してください。

新事業所で月割額を何月分か

ら徴収し、納入するかを記入

してください。

前勤務先で最上段の事項を

記入し、新勤務先では中段

の事項を記入してください。

「給与所得者」の欄の「個人

番号」は、前勤務先では記入

せず、新勤務先で本人からの

番号の提供を受け記入してく

ださい。

昭和
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（宛先）

受給者番号

所属

市町村使用欄

８

令 8.7.10
令 8.8.10
令 8.9.10
令 8.10.13
令 8.11.10
令 8.12.10

令 9.1.12
令 9.2.10
令 9.3.10
令 9.4.12
令 9.5.10
令 9.6.10

令和　  年　  月　  日

貴社内で付番してい
る番号を記入してく
ださい。

※特別徴収の開始月は、提出の翌月以降で記載してください。未記入の場合は、この
　届出書を受理した月の翌々月を開始月として処理します。
※通知書は、届出書の受付日の翌月１０日前後の発送となります。
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（宛先）

受給者番号

令和　  年　  月　  日

所属

市町村使用欄

eLTAXで納税義務者用の特別徴収税額通知（電子データ）を受け取る事業所は、受給者番号の記入が必須となります。

※特別徴収の開始月は、提出の翌月以降で記載してください。未記入の場合は、この
　届出書を受理した月の翌々月を開始月として処理します。
※通知書は、届出書の受付日の翌月１０日前後の発送となります。
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（宛先）

令和　  年　  月　  日 所属
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令和　  年　  月　  日
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（宛先）

令和　　  年　 　  月　 　  日
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（宛先）

令和　　  年　 　  月　 　  日
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　貴局を地方税法第321条の5第4項の規定により、当市の市・県民税お
よび森林環境税特別徴収税額の納入取扱局に指定しましたのでご通知
します。
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